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規　　　　　程

山形県企業管理規程第20号

　山形県企業局職員住宅管理規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　平成19年４月１日

山形県企業管理者　　遠　　　藤　　　克　　　二

　　　山形県企業局職員住宅管理規程の一部を改正する規程

　山形県企業局職員住宅管理規程（昭和30年８月県電気事業管理規程第４号）の一部を次のように改正する。

　第２条第２項第２号中「、酒田市及び東田川郡三川町」を「及び酒田市」に改め、同項第４号中「長井市及び西

村山郡朝日町」を「寒河江市、西村山郡西川町及び同郡朝日町」に、「公舎」を「公舎（村山地区水道事務所が管

理する公舎を除く。）」に改め、同項第５号中「公舎」を「公舎（職員で村山地区水道事務所に勤務するものが入居

する公舎に限る。）」に改め、同項に次の１号を加える。

　　(8) 発電所建設事務所　長井市に所在する公舎

　第２条の２中第４号を削り、第５号を第４号とし、同号の次に次の１号を加える。

　　(5) 第２条第２項第８号の公舎のうち県有公舎については、発電所建設事務所に勤務する職員

　　　附　則

　この規程は、公布の日から施行する。

(毎週火・金曜日発行)
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